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新宿区集中改革プランの策定 

 

 

 平成１７年３月２９日、総務省は「地方公共団体における行政改革の推進のための新た

な指針」を策定しました。同指針では、各地方公共団体においては、行政改革大綱の見直

しを行うとともに、平成１７年度から平成２１年度までの 5 カ年の取組みを明示した「集

中改革プラン」を平成１７年度中に策定・公表することとしています。 

 

当区では平成１７年 2 月に「新宿区第二次行財政改革計画」を策定し、これを推進中で

すが、計画期間は平成17年度から19年度までの3カ年です。 

 

このため、この度の国指針に基づく「集中改革プラン」については、第二次行財政改革 

計画をベースに、各項目について、状況変化等による修正等を加えながら、計画期間を平

成21年度まで延長した「集中改革プラン対応版」を示すものとしました。 

 

ただし、第二次行財政改革計画では記載のなかった、定員管理の適正化と給与等の適正 

化については、新たに項をおこしました。 

 

なお、現在、平成２０年度からスタートする新基本構想・新基本計画の策定に取組んで

いますが、これに対応した新たな行財政改革計画についてはしかるべき時期に策定するも

のとします。 
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■　集中改革プラン対応

１　事務・事業の再編整理（主に、施設の再編整理）

　(適正な施設規模を目指すものまたは空き施設、跡施設の有効活用を図るもの）

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

1
東戸山中学校（統合後
の跡地）

　福祉などの地域サービス施設とし
て活用することを基本に検討します。
社会福祉法人などに貸付しての活用
などを想定しています。

跡地活用
方針検討

跡地活用
方針決定

跡地活用
準備

跡地有効
活用開始

有効活用
継続

校地面積10,477㎡
校舎面積　5,425㎡
校庭面積　3,843㎡

企
画
政
策

2 職員住宅

　加賀町職員住宅を改修し、平成19
年に防災住宅として開設することに
より、災害対策要員の確保を図りま
す。高田馬場職員住宅と、老朽化し
ている高田馬場女子寮については平
成19年度末に廃止します。

加賀町住
宅改修工
事

・加賀町住
宅（防災住
宅）開設
・高田馬場
女子寮廃
止
・高田馬場
職員住宅
廃止

加賀町住宅　昭和
51（1976）年築
施設面積  362㎡
高田馬場女子寮
昭和45（1970）年
築
施設面積464㎡

総
務

3 戸塚小売市場

　平成19年度末に教職員住宅部分と
合わせて施設廃止します。廃止後の
施設活用については、今後検討しま
す。

廃止合意
に向けた
使用者と
の協議

施設跡利
用などの
検討

施設跡利
用などの
検討・廃止
準備

廃止

昭和38（1963）年
築
店舗数７店
施設面積 551㎡

地
域
文
化

4 四谷見附小売市場

　平成19年度末に「小売市場」として
は廃止します。廃止後は、土地の貸
付による民営化（商業サービス業等）
施設への活用を検討します。

廃止合意
に向けた
使用者と
の協議

民営化施
設等に向
けての検
討

民営化施
設等に向
けての検
討・予算措
置等・廃止
準備

廃止

昭和48（1973）年
築　店舗数８店施
設面積  1,133㎡

地
域
文
化

5
四谷第四小学校（統合
後の跡地）

　地域のコミュニティづくりの中心とし
て、様々に利用されるひろばとして活
用することを検討し、住民参加や協
働により運営されるコミュニティのモ
デル事業とします。

跡地活用
方針検討

跡地活用
方針決定

跡地有効
活用開始

有効活用
継続

有効活用
継続

校地面積　7,049㎡
校舎面積　4,982㎡
校庭面積　3,271㎡

地
域
文
化

6 区民保養所

　平成17年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化と開館日の拡
大などのサービス向上を図ります。
　その上で、早雲山区民保養所（あじ
さい荘）については平成19年度をもっ
て廃止します。
　中強羅区民保養所（つつじ荘）につ
いては、改修の経費対効果を明確に
した上で、今後の大規模改修工事の
実施の妥当性について検討していき
ます。なお、平成19年度に耐震工事・
アスベスト除去工事実施に併せ改修
工事を実施しますが、改修規模につ
いては今後検討していきます。
　また、宿泊事業については、今後も
効率的・効果的なあり方を検討して
いきます。

指定管理
者制度導
入（17～
19）
★公募

つつじ荘
耐震補強
工事等の
設計

・制度導入
２回目の
準備
・あじさい
荘廃止
・つつじ荘
耐震補強
工事等実
施

制度導入
２回目

・つつじ荘昭和50
（1975）年開設
5,660㎡　最大利用
人員150人
・あじさい荘平成7
年（1995）開設
3,564㎡　最大利用
人員110人

地
域
文
化

7 区民健康村

　平成17年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化と開館日の拡
大などのサービス向上を図ります。
　今後も施設内容の見直し検討を続
けるとともに、建設後１０年を経過し
ているため、大規模改修工事につい
て検討を進めます。

指定管理
者制度導
入（17～
19）
★公募

改修工事
規模の検
討

制度導入
２回目の
準備

制度導入
２回目

平成7（1995）年開設
9,881㎡
最大利用人員154人

地
域
文
化

8
西落合ことぶき館

　集会室機能は、平成19年6月開設
予定の落合第二地域センターに機能
統合し、平成20年3月末に廃止する
方向で検討しています。
　ことぶき館廃止後の施設は、子ど
も・親・中高年が、それぞれの役割を
担い合い、つどい交流できる場づくり
への活用を目指します。18年度に区
民参加によるワークショップなどをお
こない、実施可能な事業を練り上げ
ていく予定です。

方針検討
ワーク
ショップの
実施

ことぶき館廃
止
耐震・改修設
計
実施組織作
り
プレ企画実
施

耐震工事
実施組織作
り
プレ企画実
施

三世代交
流モデル
事業実施

昭和48（1973）年
開設　　417㎡

福
祉
修

9 旧薬王寺保育園（跡地）

　新宿リサイクル活動センター５階に
おいて、新宿区障害者就労福祉セン
ター（チャレンジワーク）に委託し、障
害者就労支援事業を行っています
が、５階部分は耐震性が不十分なた
め、平成１８年度から、旧薬王寺保育
園跡に場所を移転します。

ー
チャレンジ
ワーク移
転

チャレンジ
ワーク運
営

チャレンジ
ワーク運
営

チャレンジ
ワーク運
営

昭和４５（1970）年
築
敷地面積　942㎡
園庭面積　526㎡
１階　　旧保育園
２階　　ことぶき館
３階　　児童館

福
祉
修



■　集中改革プラン対応

１　事務・事業の再編整理（主に、施設の再編整理）

　(適正な施設規模を目指すものまたは空き施設、跡施設の有効活用を図るもの）

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

10
新宿第一保育園（廃止
予定）

 　平成18年3月31日をもって廃園しま
す。
 廃園跡施設について、有効な活用
方法を検討します。

廃園に向
けての規
程整備

・廃止
・活用方法
検討

ー ー ー
福
祉

11 三栄町保育園

　平成19年４月開設予定の（仮称）四
谷子ども園へ移行し、三栄町保育園
は平成19年３月31日をもって廃園し
ます。

移行
準備

・移行準備
・施設跡利
用の検討

・廃止
　［（仮称）
四谷子ど
も園開園］
・施設跡利
用の検討

・施設跡利
用の検討

・施設跡利
用の検討

昭和38（1963）年
築　定員 70人
施設面積  402㎡

福
祉

12 西新宿保育園

　旧淀橋第二中学校など、地域の区
空き施設の活用等により移転するこ
とが可能かを検討します。

方針検討 方針検討 方針検討 方針検討 方針検討
昭和42（1967）年
築　定員87人
施設面積 497㎡

福
祉

13 高田馬場第一保育園

　高田馬場第一ことぶき館の施設更
新とあわせて、施設の改築を検討し
ます。平成２２年度の民設民営によ
る新園開設を検討します。

方針検討
方針案作
成

方針実施
解体・改築
工事

改築工事
昭和37（1962）年
築　定員100人
施設面積 683㎡

福
祉
修

14 高田馬場第一児童館
　こども館として、場所を戸塚第三幼
稚園舎に移転する方向で検討しま
す。

方針検討 方針決定 方針実施
仮施設使
用

仮施設使
用

昭和45（1970）年
築　定員100人
施設面積 364㎡
学童クラブ定員35
人
利用人員　26,294

福
祉
修

15
高田馬場第一ことぶき
館

　現施設を改築し、小滝橋いきがい
館等の近隣施設の機能を統合した、
新たな地域交流・活動施設として再
整備（リニューアル）することを検討し
ます。平成17年度に施設整備方針を
検討し、平成18年度に決定する予定
です。平成２２年度に、小滝橋いきが
い館の機能及び西戸山社教分館の
集会室機能を併せ持った「新しい高
齢者向け施設」としての運営開始を
目指します。

方針
検討

・方針決定
・設計

・解体工事
・改築工事

1階をこと
ぶき館、2
階を児童
館仮施設
として使用

1階をこと
ぶき館、2
階を児童
館仮施設
として使用

昭和29（1959）年
築　定員 140人
施設面積  382㎡
個人利用　年
7,249人
団体利用　年
9,351人

健
康
修

16 小滝橋いきがい館

　社会福祉事業団の経営改善の観
点から、事業団の経営から切り離し、
平成１７年度に、一旦、区の直営施
設とします。高田馬場第一ことぶき館
の施設整備方針を検討する中で、
「新しい高齢者向け施設」に機能統
合が可能かを検討します。平成17年
度に方針を検討し、平成18年度に決
定する予定です。平成２２年度に同
館は閉館し、新施設への機能統合を
目指します。統合後の跡施設につい
ては、防災職員住宅として整備する
方向で検討します

・直営管理
へ移行
・方針検討

方針
決定

― ―
（22年度に
閉館）

昭和57（1982）年
築
施設面積  222㎡
利用　年2,479人

健
康
修

17
四谷第三小学校（統合
後の跡地）

　駅前に立地するという土地利用の
高いポテンシャルを十分に活かし、
再開発事業などのまちづくり事業を
通して地域貢献できる活用を考えて
いきます。

方針検討
方針案作
成

方針実施 方針実施 方針実施
校地面積　5,616㎡
校舎面積　3,343㎡
校庭面積　1,834㎡

都
市
計
画

18 区民住宅

　平成17年度からは、新規供給は行
いません。全体の約９割を占め、平
成23年度から順次発生する契約期
間（20年間）の満了に伴う借上型区
民住宅については、住宅まちづくり審
議会での議論も踏まえながら、あり
方の検討をすすめます。

方針検討 方針検討 方針検討
方針案作
成

方針案決
定

借上型３３８戸
所有型４４戸

都
市
計
画

19 事業住宅

　所有型住宅については、ストックの
有効活用に努め、借上型住宅につい
ては、廃止・縮小の方向で検討して
いきます。

方針検討 方針検討 方針検討 方針検討 方針検討
借上型２５戸
所有型５３戸

都
市
計
画



■　集中改革プラン対応

１　事務・事業の再編整理（主に、施設の再編整理）

　(適正な施設規模を目指すものまたは空き施設、跡施設の有効活用を図るもの）

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

20 落合社会教育会館

　集会室機能は、平成19年6月開設
予定の落合第二地域センターに機能
統合し、平成20年3月末に廃止する
方向で検討しています。
　落合社会教育会館の跡施設につい
ては、この地域の保育園需要に応え
るため、中落合第一保育園の定員・
機能の拡充に活用する方向で検討し
ます。なお、同施設については改修
が困難で老朽化していることから建
替えをし、新園は平成23年度のオー
プンを目指すとともに、その運営形態
については、民設民営方式も含め、
検討していくこととします。

方針検討 方針決定 廃止 ― ―

昭和44（1969）年
開設
施設面積　613㎡
利用件数　年2,295
件

教
育
修

21 三栄町社会教育会館

　集会室機能を地域のコミュニティ施
設に統合する検討をします。その上
で、生涯学習を展開する場及び学習
の場を確保できる場合には、廃止し
ます。ただし、廃止時期は跡活用決
定後とします。

社会教育
委員によ
る社会教
育会館全
体のあり
方検討⇒
報告

報告をもと
に方針検
討⇒決定

方針実施 ― ―

昭和38（1963）年
築
施設面積 703㎡
利用件数　年2,593
件

教
育
修

22
西戸山社会教育会館分
館

　高田馬場第一ことぶき館の施設更
新（新たな地域交流・活動施設）を検
討する中で、「新しい高齢者向け施
設」に機能統合が可能かを検討しま
す。平成17年度に方針を検討し、平
成18年度に決定する予定です。平成
19年度末に閉館し、平成22年度に開
設予定の新施設に集会室機能を移
すことを目指します。

方針検討 方針決定 閉館 ― ―

昭和45（1970）年
築
施設面積 220㎡
利用件数　年 772
件（分館のみ）

教
育
修

23
戸山中学校（統合後の
跡地）

　平成１７・１８・１９年度は、西早稲田
中学校の統合新校建設期間中の仮
校舎として利用します。平成２０・２１・
２２年度は、統廃合を予定している西
戸山中学校の統合新校建設期間中
の仮校舎として利用することを検討し
ています。

（西早稲田
中）

活用方針
の検討、
決定
（西早稲田
中）

（西早稲田
中）

(西戸山
中）

（西戸山
中）

校地面積　7,339㎡
校舎面積　4,595㎡
校庭面積　2,900㎡

教
育
修

24
戸塚第三幼稚園（休園
中）

　現在休園中。平成17・18年度は下
落合保育園の改築に伴う仮園舎とし
て使用します。高田馬場第一児童館
等の施設整備を検討する中で、平成
20・21年度は高田馬場第一保育園の
仮園舎として活用し、平成23年度か
らは、こども館として使用することを
検討しています。

方針
検討

（下落合保
育園の仮
園舎）

方針案
決定

（下落合保
育園の仮
園舎）

(高田馬場
第一保育
園の仮園
舎）

(高田馬場
第一保育
園の仮園
舎）

昭和36（1961）年
開設
施設面積  760㎡

教
育
修

25
館山塩見臨海学園（区
外学習施設）

平成２０（２００８）年度を目途に廃止
します。
それまでの間、移動教室研究モデル
校などの指定を通し、小学校移動教
室代替教育プログラムの開発を行い
ます。

移動教室
代替教育
プログラム
の開発
（５校が代
替プログラ
ムへ移行）

移動教室
代替教育
プログラム
の開発

移動教室
代替教育
プログラム
の開発
年度末を
もって廃止

昭和58（1983）年
築
施設面積 2,730㎡
移動教室30校
1,323人
一般利用　2,234人

教
育



■　集中改革プラン対応

２　民間委託の推進

⑴　指定管理者制度の導入

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

1 区民保養所（再掲）

平成17年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化と開館日の拡
大などのサービス向上を図ります。
　その上で、早雲山区民保養所（あじ
さい荘）については平成19年度をもっ
て廃止します。
　中強羅区民保養所（つつじ荘）につ
いては、改修の経費対効果を明確に
した上で、今後の大規模改修工事の
実施の妥当性について検討していき
ます。なお、平成19年度に耐震工事・
アスベスト除去工事実施に併せ改修
工事を実施しますが、改修規模につ
いては今後検討していきます。
　また、宿泊事業については、今後も
効率的・効果的なあり方を検討してい
きます。

指定管理
者制度導
入（17～
19）
★公募

つつじ荘
耐震補強
工事等の
設計

・制度導入
２回目の
準備
・あじさい
荘廃止
・つつじ荘
耐震補強
工事等実
施

制度導入
２回目

・つつじ荘昭和50
（1975）年開設
5,660㎡　最大利
用人員150人
・あじさい荘平成7
年（1995）開設
3,564㎡　最大利
用人員110人

地
域
文
化

2 区民健康村（再掲）

平成17年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化と開館日の拡
大などのサービス向上を図ります。
　今後も施設内容の見直し検討を続
けるとともに、建設後１０年を経過し
ているため、大規模改修工事につい
て検討を進めます。

指定管理
者制度導
入（17～
19）
★公募

改修工事
規模の検
討

制度導入
２回目の
準備

制度導入
２回目

平成7（1995）年開設
9,881㎡
最大利用人員154人

地
域
文
化

3
区民ホール（四谷、牛込
箪笥、角筈）

平成18年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化とサービス向
上等を図ります。

指定管理
者制度導
入準備
★公募

指定管理
者制度導
入（18～
20）

制度導入
２回目の
準備

制度導入
２回目

・四谷
　平成９（１９９７）
年開設
　客席数　４５７席
　２，４２２㎡
・牛込箪笥
　平成３（１９９１）
年
　客席数　３９２席
　　１，５２８㎡
・角筈
　平成元（１９８９）
年開設
　客席数　２３８席
　　１，０２３㎡

地
域
文
化

4 地域センター(８所）

　地域のための施設という性格上、
民間事業者ではなく、地域住民によ
る管理が望ましい。また、コスト面で
もサービス面でも現状の施設管理内
容が評価できることから、現在の管
理運営委員会を管理代行者とし、平
成１８年度から指定管理者制度を導
入します。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（18～
20）

制度導入
２回目準
備

制度導入
２回目

平成元（１９８９）年
～平成１４（２００
２）年開設
施設面積　１，０６
９㎡～１，５８５㎡

地
域
文
化

5 新宿文化センター

　今後予定される施設の大規模改修
工事の進行状況などから、公募によ
る指定管理者制度への移行が可能
となるまでの間は、現在の事業者を
管理代行者とし、平成１８年度から指
定管理者制度を導入します。なお、
区の文化施策の新たな方向性との
調整を図るものとします。

・行政コス
ト計算書
作成
・センター
管理運営
の効率化
・指定管理
者制度導
入準備

・指定管理
者制度導
入（18～
20）

・管理運営
の効率化

管理運営
の効率化

大規模修
繕工事

制度導入
２回目準
備

制度導入
２回目

昭和54(1979)年開
設
定員　大ホール
１，８０２人
　　　　小ホール
２１０人
施設面積　１６，４
４６㎡

地
域
文
化

6 高田馬場福祉作業所

平成１７年度から指定管理者制度を
導入します。以後、指定管理者に係
る評価手法を研究するとともに、、障
害者自立支援法制定を受けて、指定
管理期間中に今後の施設のあり方を
検討します。

指定管理
者制度導
入（17～
21）
★公募

施設のあ
り方検討

施設のあ
り方検討

施設のあ
り方検討

制度導入
２回目の
準備

平成３（1991）年築
定員５４人
施設面積　867㎡

福
祉



■　集中改革プラン対応

２　民間委託の推進

⑴　指定管理者制度の導入

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

7 生活実習所

障害者福祉の見地から特段に配慮
を要する施設であり、コスト面でも
サービス面でも現状の施設管理内容
が評価できることから、現在の事業
者を管理代行者とし、平成１８年度か
ら指定管理者制度を導入します。以
後、障害者自立支援法の制定を受
け、指定管理期間中に新たな制度に
適合した施設のあり方を検討します。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（18～
22）

平成10(１９９８)年
開設
定員　　50人
施設面積　1721㎡

福
祉

8 障害者福祉センター

障害者福祉の見地から特段に配慮
を要する施設であり、コスト面でも
サービス面でも現状の施設管理内容
が評価できることから、現在の事業
者を管理代行者とし、平成１８年度か
ら指定管理者制度を導入します。以
後、障害者自立支援法の制定を受
け、指定管理期間中に新たな制度に
適合した施設のあり方を検討します。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（18～
22）

昭和６０（１９８５)年
開設
施設面積　２，５２
８㎡

福
祉

9 母子生活支援施設

　現状のサービス内容も評価でき、コ
スト面でも十分な改善が見込まれる
ため、現在の事業者を管理代行者と
し、平成１７年度から指定管理者制
度を導入します。

指定管理
者制度導
入（17～
21）

制度導入
２回目準
備

平成６(１９９４）年
開設
定員　10世帯
施設面積　７８３㎡

福
祉

10 富久町保育園

 公設民営保育園として事業開始した
当時に事業者選定をしており、コスト
面でもサービス面でも現状の施設管
理内容が評価できることから、現在
の事業者を管理代行者とし、平成１８
年度から指定管理者制度を導入しま
す。なお、事業報告、事業評価は毎
年行います。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（18～
22）

平成１５(２００３)年
開設
定員　１４３人
施設面積　９８９㎡

福
祉

11 新宿福祉作業所

　柔軟で多様なサービスの提供と効
率化を図るために、平成１９年度から
の指定管理者制度導入を検討しま
す。

検討
指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入

昭和４４(１９６９）年
開設
定員７５人
施設面積　１，３６
４㎡

福
祉

12 あゆみの家

　柔軟で多様なサービスの提供と効
率化を図るために、平成２０年度から
の指定管理者制度導入を検討しま
す。

検討 方針決定

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入

昭和４６（１９７１）
年開設
定員　４５人
施設面積　１，７８
５㎡

福
祉
修

13 清風園

施設のあり方を考慮に入れながら有
効活用することが必要であるため、
今後の活用方法、利用料金制の導
入、平成２０年度からの指定管理者
制度導入を検討します。

活用方法
の検討

利用方法
の検討

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入

昭和３７（1962）年
築
施設面積  1,265㎡

健
康
修

14 ふれあいプラザ

　社会福祉事業団の経営改善の観
点から、事業団の経営から切り離し、
平成１７年度に、一旦、区の直営施
設とします。しかし、施設のあり方を
考慮に入れながら有効活用すること
が必要であるため、今後の活用方
法、利用料金制の導入、平成２０年
度からの指定管理者制度導入を検
討します。

・直営管理
へ移行
・活用方法
検討

利用方法
の検討

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入

平成６（１９９４）年
開設
施設面積　５１０㎡

健
康
修

15 元気館

平成18年度から指定管理者制度を
導入し、運営の効率化とサービス向
上等を図ります。事業報告・事業評
価等をもとに事業内容・年度ごとの指
定管理料の見直しを行い、より効率
的に運営を行います。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（３年
間）
★公募

制度導入
２回目の
準備

制度導入
２回目

平成１５（２００３）
年開設
施設面積
　２，３７８㎡

健
康



■　集中改革プラン対応

２　民間委託の推進

⑴　指定管理者制度の導入

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

16
東戸山高齢者在宅サー
ビスセンター

現状のサービス内容も評価でき、コ
スト面でも十分な改善が見込まれる
ため、現在の事業者を管理代行者と
し、平成１７年度から指定管理者制
度を導入します。

指定管理
者制度導
入（17～
21）

制度導入
２回目準
備

平成１３（２００１）
年開設
施設面積　２９８㎡

健
康

17
百人町高齢者在宅サー
ビスセンター

現状のサービス内容も評価でき、コ
スト面でも十分な改善が見込まれる
ため、現在の事業者を管理代行者と
し、平成１７年度から指定管理者制
度を導入します。

指定管理
者制度導
入（17～
21）

制度導入
２回目準
備

平成１０（１９９８）
年開設
施設面積　１，２４
５㎡

健
康

18 ことぶき館（単独館３館）

　社会福祉事業団の経営改善の観
点から、事業団の経営から切り離し、
平成１７年度に、一旦、区の直営施
設とします。しかし、施設のあり方を
考慮に入れながら有効活用すること
が必要であるため、今後の活用方
法、利用料金制の導入、平成２０年
度からの指定管理者制度への移行
等について検討します。

・直営管理
へ移行
・活用方法
検討

利用方法
の検討

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入

・新宿ことぶき館
　昭和５２（１９７７）
年開設
　定員　４０人
　施設面積　２４７
㎡
・山吹町ことぶき
館
　昭和６０（１９８５）
年開設
 定員　４０人
　施設面積　２３７
㎡
・下落合ことぶき
館
　昭和５３（１９７８）
年開設
　定員　６０人
施設面積 ３１１

健
康

19
環境学習情報センター・
区民ギャラリー

　平成１６年から指定管理者制度を
導入していますが、２年間の指定期
間終了後、一定の評価を行い、平成
18年度からの指定作業を行います。

・評価
・制度導入
２回目準
備
★公募

制度導入
２回目(18
～20)

・評価
・制度導入
３回目準
備

制度導入
３回目

・環境学習情報セ
ンター
　平成１６（２００４）
年開設
  施設面積  ６１６
㎡
・区民ギャラリー
　平成２（１９９０）
年開設
　施設面積　６０１
㎡

環
境
土
木
・
教
育

20 リサイクル活動センター

　コスト面でもサービス面でも現状の
施設管理内容が評価できるため、現
在の事業者を管理代行者とし、平成
１８年度から指定管理者制度を導入
します。

指定管理
者制度導
入準備

指定管理
者制度導
入（18～
20）

制度導入
２回目準
備

制度導入
２回目

平成５（１９９３）年
開設
施設面積
　９８１㎡

環
境
土
木

21
女神湖高原学園（区外
学習施設）

平成１７年度から指定管理者制度を
導入します。以後、利用率向上につ
ながる施設サービスの充実に向け、
指定管理者と協議するとともに、指定
管理者に係る評価手法を研究しま
す。また平成19年度には指定期間終
了のため、次の指定作業を進めま
す。

指定管理
者制度導
入（17～
19）
★公募

制度導入
２回目の
準備

・制度導入
２回目
・サービス
の向上・経
費削減

平成7（1995）年開
設
施設面積　７，９９
５㎡

教
育

22 新宿スポーツセンター

スポーツ専門施設として位置づけ、
平成１８年度から公募により指定管
理者制度を導入し、毎年度施設管理
運営の評価を行い、より効果的・効率
的運営を図っていきます。

指定管理
者制度導
入準備
★公募

・指定管理
者制度導
入（18～
22）
・サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

昭和５９（１９８４）
年開設
施設面積
　１４，９５０㎡

教
育



■　集中改革プラン対応

２　民間委託の推進

⑴　指定管理者制度の導入

Ｎ０ 施設名 １７年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

23
新宿歴史博物館
林芙美子記念館

新宿の歴史を継承する拠点としての
公共性をふまえ、生涯学習財団を管
理代行者とし、平成１８年度から指定
管理者制度を導入します。

指定管理
者制度導
入準備

・指定管理
者制度導
入（18～
22）
・サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

・新宿歴史博物館
　平成元（１９８９)
年開設
　施設面積　３，８
４６㎡
・林芙美子記念館
　平成４(１９９２）年
開設
　施設面積　２６３
㎡

教
育

24 社会教育会館（８館）

　生涯学習社会の変化に対応した将
来のあり方を検討します。方針決定
するまでの間、生涯学習財団を管理
代行者とし、平成１８年度から指定管
理者制度を導入します。なお、指定
管理期間を2年とし、その間に将来の
あり方の方針を決定します。

・指定管理
者制度導
入準備
・あり方検
討

・指定管理
者制度導
入（18～
19）
・あり方検
討⇒方針
決定

・制度導入
２回目の
準備
・方針実施

― ―
教
育

25

新宿コズミックスポーツ
センター
大久保スポーツプラザ
野球場（西戸山公園、落
合中央公園、西落合公
園少年）
庭球場（甘泉園公園、西
落合公園、落合中央公
園）
妙正寺川公園運動広場

「生涯学習事業」の拠点施設として位
置づけ、区民団体等との協働による
多様な事業の展開を図るため、生涯
学習財団を管理代行者とし、平成１８
年度から指定管理者制度を導入しま
す。以後、毎年度施設管理運営の評
価を行い、より効果的・効率的運営を
図っていきます。

指定管理
者制度導
入準備

・指定管理
者制度導
入（18～
22）
・サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

サービス
の向上・経
費削減

新宿コズミックス
ポーツセンター
昭和３５（１９６０)年
開設
施設面積　１３，３
９４㎡

教
育



■　集中改革プラン対応
2 民間委託等の推進
⑵　業務関係

項目 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

1
情報処理業務の外注化
による専門性の活用

・オペレーション業務のみの委託から
情報システムに係る機器、運用等の
全ての委託まで、様々な形式の業務
委託の検討をします。
・中長期的な高い費用対効果の実現
を図ります。
・最新の技術の効果的導入、高いレ
ベルの情報セキュリティを確保しま
す。
・全体経費の削減と、情報政策機能
の充実を図ります。
・第二次新宿区情報化推進計画(平
成19年度策定予定)の検討の中で、
現行のシステムの在り方も検討しま
す。アウトソーシングについての可
否・時期等についても、同計画の中
で併せて検討し、推進します。

様々な形
式の業務
委託につ
いての調
査・検討

様々な形
式の業務
委託につ
いての調
査・検討

・第二次新
宿区情報
化推進計
画策定
・業務委託
について
の具体的
な調査、検
討

業務委託
について
の具体的
な調査、検
討

業務委託
について
の具体的
な調査、検
討

 システムのサー
バ化、インター
ネット等のＩＴ技術
や共同アウトソー
シングの進展等、
新たな流れを十
分見極めて、最も
効果の高いアウト
ソーシングを実現
すべく、調査・検
討を進めていま
す。

総
務

2
児童館・児童指導業務
の委託等によるサービ
スの拡大

・こども館設置にむけての調査検討
をします。
・大規模学童クラブを解消するため、
学校内学童クラブ等の事業を実施し
ます。
・上記２項目が難しい場合で、学童ク
ラブ需要が多い地区に、民間学童ク
ラブを誘導を図ります。

・学校内学
童クラブ
  　実施１
か所
・民間学童
クラブへの
支援
  　助成開
始１か所

・学校内学
童クラブ開
設準備
・児童指導
業務委託
準備

・学校内学
童クラブ
 　 実施１
か所
・児童指導
業務委託
新規３か
所
・民間学童
クラブへの
支援
  　助成開
始１か所

こども館開
設準備

・児童指導業務委
託によるサービス
の拡大等
土日指導業務実
施３か所
学童クラブ時間延
長実施　３か所
中高生時間延長
１か所
児童指導削減10
名
・民間学童クラブ
助成　１か所

福
祉

3
児童館・ことぶき館用務
業務の見直し

退職者を不補充のうえで、用務業務
を順次民間委託化することなどによ
り、業務の効果、効率性の向上を図
ります。

用務業務
職員の退
職不補充

同左 同左 同左 同左

 2１館中
 ・用務業務等委
託12館
 ・再任用等　１館

福
祉

4

保育所の定員及び配置
の適正化による保育
サービスの向上及び運
営の効率化

・老朽化施設かつ地域の保育需要に
対応できない区立保育園を、私立認
可保育園として建替え、定員の拡大
と新たな保育サービスを提供します。
・民営化を原則として、運営の見直し
や配置・規模等の適正化を進め、
サービスの向上と効率化を図りま
す。
（当面、平成19年４月時点における待
機児解消（待機児童ゼロ）を実現する
ため、私立認可保育所の施設整備、
施設改修に伴う定員増、保育サービ
スの拡充を実施します。）

新園建設
工事

・新園建設
工事
・開設準備

・（仮称）新
宿せいが
保育園開
園(民設民
営）
・（仮称）四
谷こども園
開園（公
立）

ー ー

  下落合周辺の保
育園待機児童数
１０人（１２月１日
現在）
  下落合周辺の学
童クラブ児童数
（落合第四小学校
分）２２人（４月１
日現在）

福
祉

5
保育園用務業務の見直
し

用務業務を順次民間委託化すること
などにより、経費の効率化を図りま
す。

用務業務
職員の退
職不補充

用務業務
職員の退
職不補充
委託：１園
拡大

用務業務
職員の退
職不補充
再任用又
は委託：１
園拡大

用務業務
職員の退
職不補充
再任用又
は委託：３
園拡大

用務業務
職員の退
職不補充

 27園中
 用務業務委託 8
園
 再任用等 7園

福
祉

6
学校給食調理業務の民
間委託

・給食調理業務を民間委託した各学
校に、学校給食運営協議会を設立
し、民間調理業務の検証を行いま
す。
・給食調理業務の民間事業者への委
託校には、学校栄養士を配置しま
す。また、区採用の学校栄養士の配
置も検討します。

小学校1校
中学校1校

小学校2校
中学校1校

委託校の
拡大

委託校の
拡大

委託校の
拡大

小学校４校、中学校
2校で実施

教
育



３ 定員管理の適正化 

 

（１）基本的な考え方 

   より簡素で効率的な行政運営を推進するため、区の組織体制の見直しや、情報化の推進及び

民間活力の活用等による事務事業の見直しなど不断の見直しを図り、更なる定員の適正化に努

めていきます。 

 

（２）定員適正化計画 

定員適正化計画は、平成 10 年度から 15 年度にかけて、「開かれた区政推進計画（改訂版）（平

成 11 年 2 月策定）」、「区政改革プラン（平成 11 年 9 月策定）」、「第二次実施計画の見直し計画

（平成 12 年 9 月策定）」に基づく職員定数の削減を実施してきました。 

   また、平成 15 年 2 月に策定した「行財政改革計画に基づく定員適正化計画」では、平成 15

年度から 19 年度に 400 名の職員定数の削減を目標として掲げ、平成 15 年度～16 年度の 2年間

で当初削減計画数 212 名のところ、233 名の定数削減を達成しました。 

   そして平成 17 年度からは、「第二次行財政改革計画に基づく定員適正化計画（平成 17 年 2

月策定）」を策定し、平成 17 年度～19 年度に 164 名以上の定数削減に取り組んでいます。 

 

（３）これまでの定員適正化計画の取り組み状況 

（※単位：人） 

年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 合計 達成率

計画数 ▲52 ▲102 ▲83 ▲64 ▲37 ▲90 ▲147 ▲70 ▲645 

実 績 ▲52 ▲84 ▲84 ▲81 ▲40 ▲98 ▲135 ▲75 ▲649 

100.6％

※各種定員適正化計画に基づく平成１０年度～１７年度の定数削減計画数と実績を掲載しています。 

※達成率は合計欄の数値によるものです。 

 

（４）平成 20 年度以降の取り組みについて 

   現在、「第二次行財政改革計画に基づく定員適正化計画」により、平成 17 年度～19 年度に

164 名以上を目標とした定数削減を実施しています。 

平成 20 年度以降の定員適正化計画については、現在、区において、平成 20 年度からスタ

ートする新たな「基本構想」・「基本計画」の策定に取り組んでいるところであり、これに対

応した新たな行財政改革計画の中で策定する予定です。 

 

 

 



（５）平成 22 年 4 月 1日の職員数について 

   平成 17 年度～21 年度の 5 年間で、いわゆる団塊の世代を中心として、約 435 名の定年退職

が予定されています。 

   今後の対応としては、再任用職員を積極的に活用するとともに、効率的な職員配置をより一

層推進していくことを前提とした上で、組織の活力維持や年齢構成バランスへの配慮、新た

な行政需要への対応等を考慮し、一定程度の新規採用を実施していく予定です。 

 

○平成 22 年 4 月 1 日現在の職員数の目標値 

平成 17 年 4 月 1日現在の職員数 ２,９４０名 

平成 22 年 4 月 1日現在の目標職員数 ２,７４０名 

▲２００名の減 

（削減率▲6.8％）

（※短時間再任用職員は含まない。） 

 

○今後５年間の退職者数・採用者数の見込み（平成 17 年度～21 年度） 

１ 退職者見込数（Ａ） 約６１０名 

（１） 定年退職者見込数 （約４３５名）  

（２） 普通退職者等見込数 （約１７５名） 

２ 新規採用見込数（Ｂ） 約４１０名 

３ 職員増減見込数（Ａ－Ｂ） ▲２００名 

 

 

※平成 12 年度～17 年度の職員数の推移（参考資料）             （※単位：人） 

年 度 Ｈ12.4.1 Ｈ13.4.1 Ｈ14.4.1 Ｈ15.4.1 Ｈ16.4.1 Ｈ17.4.1 

職員数 ３，３７８ ３，２８５ ３，２０４ ３，１００ ３，００７ ２,９４０ 

前年度比較 ― ▲９３ ▲８１ ▲１０４ ▲９３ ▲６７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 給与等の適正化 

（１）基本的な考え方 

   職員給与の適正化については、これまでも特別区人事委員会の勧告等を受け、適宜見直しを

行ってきました。平成 18 年度以降は、平成 17 年度特別区人事委員会勧告等を受け、人事給与

制度全体にわたって大幅な改革を行う予定です。 

 

（２）具体的取り組み 

 

項 目 16 年度までの取組内容・成果 17 年度～21 年度の取組予定 

高齢層職員の

昇給停止 

【平成 13 年度 3月】 

特別区人事委員会規則の改正によ

り、平成 17年度以降の普通昇給停止

年齢の引き下げを決定した。 

【平成 17 年度】 

「医療職給料表（一）」給料表適用職員について

は 59 歳、その他職員については 57 歳に達した後

は普通昇給を停止する。 

【平成 18・19 年度】 

平成 17 年度特別区人事委員会勧告（意見）に基

づく特別区人事委員会規則の改正により、各号俸

を４分割した上で、普通昇給と特別昇給を統合し

た新たな昇給制度に改める。その中で、「医療職給

料表(一)」適用職員については 59 歳、その他職員

については 57 歳に達した年度の翌年度以降の昇

給を 4号抑制する。 

【平成 20 年度以降】 

「医療職給料表(一)」適用職員については 57

歳、その他職員については 55 歳に達した年度の翌

年度以降の昇給を 4号抑制する。 

昇給運用の見

直し 

【平成 15 年度】 

年功的な要素を縮小する観点から

名誉昇給制度を見直した。 

①名誉昇給基準の事由から、「定年退

職」を削除した。 

②昇給幅を「2号」から「1号」に変

更した。 

【平成 18 年度】  

①特別昇給と普通昇給を統合し、勤務成績に応じ

昇給の区分を 5段階（Ａ～Ｅ）とする制度に改

める。 

②給料表の最高号給を超えて昇給する枠外昇給

を廃止する。 

【平成 20 年度以降】  

新たな人事考課制度を導入し、人事考課に基づい

て昇給を決定する方式に改める。 



項 目 16 年度までの取組内容・成果 17 年度～21 年度の取組予定 

級別職務分類

に適合しない

級への格付け 

「給与の級格付け基準」（級格付基準）

を設け、級格付け制度を運用。 

 

【平成 17 年度】 

 技能系人事制度改正に伴い、2級格付に最低年齢

制限を設ける等、級格付け基準を見直す。 

【平成 19 年度】 

行政系の級格付け基準を廃止する。 

【平成 23 年度】 

技能・業務系の級格付基準を廃止する。 

退職手当の支

給率 

【平成 16 年度】 

退職手当の支給率上限に達する勤

続期間を「33 年」から「35 年」に変

更したのに合わせ、勤続 36 年以上の

職員の退職手当支給率を 62.70 月か

ら 60.95 月に引き下げた。     

【平成 17 年度】 

勤続 36 年以上の職員の退職手当支給率を 59.20

月とする。 

特殊勤務手当

の適正化 

【平成 16 年度】 

①全特殊勤務手当について支給額の

減額を検討した。 

②放射線業務従事手当について、月額

支給から日額支給への変更を検討

した。 

【平成 17 年度】 

①変則勤務手当ほか６手当の支給額を減額する。

②放射線業務従事手当を月額支給から日額支給に

変更する。 

【平成 18 年度】 

①変則勤務手当を廃止する（一部経過措置として

半額を支給）。 

②福祉事務所現業手当の支給範囲を縮小する。 

③感染症等予防業務従事手当（５項目）のうち２

項目を廃止する。 

④清掃業務従事手当（３項目）のうち１項目を廃

止する。 

⑤養護学校勤務手当の支給範囲を縮小する。 

【平成 19 年度】 

変則勤務手当経過措置終了。 

 

 

 

 

 



■　集中改革プラン対応
５　外郭団体等のあり方の見直し

ＮＯ 施設名 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 団体の課題
担
当
部

区
分

1
財団法人新宿文化・国
際交流財団

・平成17年度に、財団の経営体質の
改善を図り、競争力を強化するため
の経営改善計画を策定し、人事給与
制度を見直します。
・平成18年度以降、指定管理者制度
を導入し、経営改善計画と新たな人
事給与制度に基づき、財団運営の効
率化と競争力のある事業展開を推進
します。

・経営改善
計画の策
定
・人事給与
制度の見
直し、公表
・指定管理
者制度導
入準備

・経営改善
計画に基づ
く財団経営
・経営と改
善の取組み
内容公表
・指定管理
者制度導入
（18～20）

同左

・同左
・経営改善
計画の見
直し

・新たな経
営改善計
画に基づく
財団の経
営

・文化・国際交流事
業のあり方検討
・区からの補助金
や委託料の削減
・大規模改修
・指定管理者制度
の移行にあわせた
経営改善

地
域
文
化

2
財団法人新宿区勤労者
福祉サービスセンター

・平成17年度に、経営の効率化と自
主的・自律的な経営を行うための経
営計画を策定するとともに、人事給与
制度を見直します。
・平成18年度以降、経営計画に基づ
き、会員の増加や掛金収入の増加等
を図るとともに、見直した人事給与制
度の内容に沿った効率的な経営を推
進します。

・経営改善
計画の策
定
・人事給与
制度の見
直し・公表

・経営改善
計画に基
づくサービ
スセンター
の経営
・経営内容
と改善の
取組の公
表

同　左
同　左
経営計画
の見直し

新たな経
営計画に
基づくサー
ビスセン
ターの経
営

・会員数の拡大とス
ケールメリットを活
かした事業展開
・事業の改善と会
員の要望に沿った
事業の実施
・経営の効率化促
進と、財政基盤の
安定化の実現
・自立した事業実施
体制の構築

地
域
文
化

3
社会福祉法人新宿区社
会福祉協議会

・平成17年度に、経営の効率化と自
主的・自律的な経営を行うための経
営計画を策定するとともに、人事給与
制度を見直します。
・平成18年度以降、経営計画と見直
した人事給与制度の内容に基づき、
協議会の機能と役割の強化・明確化
を図り、効率的な経営を推進します。

・経営改善
計画の策
定
・人事給与
制度の見
直し、公表

・経営改善
計画に基
づく協議会
経営
・経営と改
善の取組
み内容公
表

同　左
同　左
経営計画
の見直し

新たな経
営計画に
基づく協議
会の経営

・自立性の向上と
権限の明確化・強
化
・理事会、評議員会
の活性化
・他の団体との役
割分担の明確化

福
祉

4
社団法人新宿区シル
バー人材センター

・平成17年度に、経営の効率化と自
主的・自律的な経営を行うための経
営計画を策定するとともに、人事給与
制度を見直します。
・平成18年度以降、経営計画と見直
した人事給与制度の内容に基づき、
会員の増加や就業率の向上等を図
るとともに、効率的な経営を推進しま
す。

・経営改善
計画の策
定
・人事給与
制度の見
直し・公表

・経営改善
計画に基
づくシル
バー人材
センターの
経営
・経営内容
と改善の
取組の公
表

同　左
同　左
経営計画
の見直し

新たな経
営計画に
基づくシル
バー人材
センターの
経営

・事務局体制の強
化
・人事システムの検
討
・業務受注の確保
と新分野の開拓

健
康

5
社会福祉法人新宿区社
会福祉事業団

自主経営化する道筋を示す「平成15
年度特養等改善検討委員会」の検討
結果を踏まえ、平成１７年度から自主
経営化します。今後も、法人として安
定した経営を図り、自主経営を推進し
ます。

自主経営
化

自主経営 自主経営 自主経営 自主経営
区からの補助金を
受けず、事業収入
で賄える経営体質
への改善

健
康

6
財団法人新宿区生涯学
習財団

・財団の自立度を向上します。
・定数管理の適正化を図ります。
・指定管理者としての収支バランスの
確保と利益の計上を行います。
・人材派遣職員など民間企業経験者
の積極的活用と幅広い人材の確保を
図ります。
・経営にかかる情報の積極的公開と
満足度調査の実施等による､情報の
双方向化及び顧客ニーズの把握に
努めます。

・人事・給
与制度に
かかる規
程整備
・経営改革
計画に基
づく組織再
編の検討・
準備
・区派遣職
員の減
・指定管理
者制度導
入準備

・新人事・
給与制度
実施
・指定管理
者制度の
導入（５
年）
・区派遣職
員の減

戦略経営
の実施と
検証

・人件費の
適正化
・経費の縮
減
・単位費用
の縮減
・職員の処
遇の改善
・透明性の
向上

・次期経営
計画策定
・定数管理
の適正化
・自立度の
向上
・平成２３
年度以降
の指定管
理者選定
に向けて
の準備

・財団の特性を活
かした生涯学習事
業のあり方検討
・生涯学習振興に
果たす役割の明確
化
・コーディネータ－
機能と情報提供機
能の発揮
・指定管理者制度
の移行にあわせた
経営改善
・区からの補助金
の削減

教
育



■　集中改革プラン対応
５　外郭団体等のあり方の見直し

ＮＯ 施設名 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 団体の課題
担
当
部

区
分

7
新宿区障害者就労福祉
センター

　障害者自立支援法の制定により、
必ずしも社会福祉法人でなくても従来
の通所授産事業に該当する障害福
祉サービス事業を営むことが可能と
なったため、別途、区の行政目的が
達成できる法人格と運営形態を検討
します。職員の意欲を引き出し、組織
を活性化させ、団体の経営強化を図
るための経営計画を策定し、人事給
与制度を見直します。

・経営計画
の策定
・社会福祉
法人化の
検討
・人事給与
制度の見
直し、公表

指定障害
者サービ
ス事業者
としての指
定準備

指定障害
者サービ
ス事業者
としての指
定

指定障害
者サービ
ス事業者
としての事
業運営

同左

・団体の法人化に
よる組織整備
・指定管理者制度
への移行に備えた
競争力の向上
・事業領域の拡大
にともなう機能の充
実

福
祉



■　集中改革プラン対応
６ 経費節減等の財政効果
⑴　事業の効率化と区組織の合理化

ＮＯ 項目 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

1 行政評価制度の改善

〔17年度〕
○実施計画事業を対象とした評価の
実施
○行政評価制度の課題の整理
〔18年度〕
○ＰＤＣＡサイクルの中での評価の実
施と評価結果の反映
○発生主義や「隠れたコスト」等のコ
スト情報の評価への組入れ、外部評
価制度等の検討
〔19年度以降〕
○ＰＤＣＡサイクルの中での評価の実
施と評価結果の反映
○新たな行政評価制度の導入

・実施計画
事業を対
象とした評
価の実施
・行政評価
制度の課
題の整理

・ＰＤＣＡサ
イクルの中
での評価
の実施と
評価結果
の反映
・発生主義
や「隠れた
コスト」等
のコスト情
報の評価
への組入
れ、外部
評価制度
等の検討

・ＰＤＣＡサ
イクルの中
での評価
の実施と
評価結果
の反映
・新たな行
政評価制
度の導入

・ＰＤＣＡサ
イクルの中
での評価
の実施と
評価結果
の反映

同　左

　第四次実施計
画の策定にあたっ
て、第三次実施計
画事業を評価し、
休・廃止事業及び
新規事業を選定し
た。

企
画
政
策

2
予算編成過程の情報公
開の推進

・予算編成過程の透明性を高め、積
極的な情報提供を図るため、これま
での予算案の公表（「予算（案）の概
要」の作成）に加え、予算の要求段階
から確定に至るまでの情報提供の仕
組みを構築します。
・区の主要な事業の予算要求段階の
概要及び査定の内容・考え方を、区
ホームページ等で情報公開します。

公表方法
の改善、
実施

同左 同左 同左 同左

「広報しんじゅく
（11月25日号）」及
び区ホームペー
ジでの予算概要
の公表（試行）

予算（案）の概要
の発行

企
画
政
策

3 補助金の見直し

〔17年度〕
○審査会の答申を踏まえた見直しの
考え方の整理
○「補助金見直し進行管理シート」に
よる見直しと公表
○公募制補助金制度の検討
○適正な交付のためのしくみづくり
〔18年度以降〕
○「補助金見直し進行管理シート」に
よる見直しと公表

・審査会の
答申を踏
まえた見
直しの考
え方の整
理
・「補助金
見直し進
行管理
シート」に
よる見直し
と公表
・公募制補
助金制度
の検討
・適正な交
付のため
のしくみづ
くり

「補助金見
直し進行
管理シー
ト」による
見直しと公
表

同左 同左 同左

　補助金等検討
委員会の提言を
踏まえ、区の単独
補助金について、
補助金等審査委
員会を設置し、必
要性やあり方につ
いて原点に返って
見直しを行い、協
働の時代にあった
補助金制度として
再構築するよう、
見直しに向けた審
査をすすめていま
す。

企
画
政
策

4
印刷物、行政資料、有償
刊行物の取扱基準の設
定

　印刷物の適正な取扱と行政資料と
しての取扱を精査し、印刷経費の削
減、広告収入の確保、行政資料の効
率的利用、紙資源の減量化などを図
ります。

　各所管
課での印
刷物数量
等、ＨＰで
の公開状
況の調査

　有償・無
償資料の
分類検
討、行政
資料の見
直し検討

　要綱等
の見直し
に基づく資
料整理

同左 同左

  入札対象とした
印刷（130万円以
上）は、28件（97
百万円）【15年度
実績】
このほか、各調査
業務委託に付随
する報告書や随
意契約による印
刷物などがありま
す。

企
画
政
策

5
職員の意識改革と人材
育成

・管理監督者のマネジメント能力向上
のため、民間研修機関への派遣研修
等を実施します。
・職員の専門性の向上のため、複線
型人事制度の検討や基礎的能力の
育成に努めます。
・あらゆる職場に政策形成能力やＩＴ
能力の高い職員の配置を目指すとと
もに、自己啓発を促します。

・管理職マ
ネジメント
能力向上
の研修促
進
・「職員マ
ナーブッ
ク」の更
新・実践
・目標管理
型人材育
成の検討
・自己啓発
の拡充

・実践的な
研修計画
の改善検
討
・「職員マ
ナーブッ
ク」の実践
・目標管理
型人材育
成の構築

・実践的な
研修計画
の改善検
討
・「職員マ
ナーブッ
ク」の実践
・目標管理
型人材育
成の実施

同左 同左

・新宿区研修実施
計画（毎年度）の
策定
・政策法務研修、Ｉ
Ｔ研修、大学院公
共経営科受講助
成、危機管理研
修などの実施

総
務



■　集中改革プラン対応
６ 経費節減等の財政効果
⑵　公共サービス提供体制の見直し

ＮＯ 項目 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

1
窓口サービスと利便性
の向上

・区税や国民健康保険料などの支払
いに関して、新たにコンビニと連携し
ます。
・案内表示・掲示物の改善を進めま
す。
・窓口サービスについての区民要望
の把握と総合的検討を行います。
・情報技術を活用した情報提供の充
実を図ります。

・コンビニ
での納付
システム
の導入準
備
・案内表示
の総合的
な改善検
討と実施
・窓口サー
ビスについ
ての区民
意見・要望
の調査

・コンビニ
での国民
健康保険
料及び軽
自動車税
の納付開
始
 (10月～介
護保険料)
・案内表示
の総合的
な改善検
討と実施
・窓口サー
ビス改善
の総合的
な検討

・コンビニ
での国民
健康保険
料、軽自
動車税及
び介護保
険料の納
付推進並
びに区民
税（普通徴
収）の納付
開始
・案内表示
の総合的
な改善検
討と実施
・窓口サー
ビス改善
の実施に
向けた具
体的検討

・コンビニ
での国民
健康保険
料、軽自
動車税、
介護保険
料及び区
民税（普通
徴収）の納
付推進
・案内表示
の総合的
な改善検
討と実施
・窓口サー
ビス改善
の実施と
検証

同左

　区役所や特別出
張所などの一部の
業務に関する、火
曜日（午後７時ま
で）の窓口延長

区
長
室
・
企
画
政
策
・
総
務
・
地
域
文
化
・
健
康
部

修

2 受益者負担の見直し

・受益と負担の関係を区民に分かり
やすいものにします。
・サービスの提供にかかるコスト（経
費）を縮減するとともに、民間事業者
や他団体等によるサービスと比較し
てバランスを欠いているものは、均衡
を図ります 。
・同種・類似の事業について、利用者
の負担水準に格差がある場合は見
直しを行います。

区民の方
が納得で
きる受益
者負担の
考え方の
整理

受益者負
担の適正
化の実施

同左 同左 同左

  区民の方が納得
できる受益者負担
の基準整備と適正
な徴収を見直しの
目標として調査検
討

企
画
政
策

3 区税の収納率向上

・現年課税分の滞納への対応を強化
します。
・差押処分や換価の促進を積極的に
行います。
・効率的な滞納整理事務を行うため
に、「滞納整理支援システム」を活用
していきます。
・区税の収納率向上及び増収を図る
ため、毎年策定する納税推進計画に
基づき、対策を重点化して取り組み
ます。
・効率的な業務推進体制の整備を進
めていきます。
・区民税の収納率を９０％超の水準
にします。

・納税推進
計画の策
定
・業務推進
体制の整
備
・滞納整理
支援シス
テム本稼
動

・納税推進
計画の策
定
・業務推進
体制の整
備

同左 同左 同左

・ 区民税収納率
 87.38%（当初予算
値）
・ 滞納整理支援シ
ステム導入

総
務

4
国民健康保険料の収納
率向上

・制限証の運用を強化し、収納率向
上を図ります。
・滞納処分の手法研究・確立により
収納率の向上を図ります。
・嘱託員徴収の一層の実務習熟と職
員連携によるマンパワーの充実を図
ります。
・分割納付履行の確認と促進を図り
ます。
・職員の徴収事務の精査と世帯に応
じた整理手法を検討します。
・調定額の適正化をはかります。

　収納率
向上対策
の策定
（制限証運
用の充
実、滞納
処分の充
実、分割
納付履行
の確認と
促進、職
員の徴収
事務の精
査と世帯
の状況に
応じた整
理手法の
検討、調
定額の適
正化など）

同左 同左 同左 同左

  国民健康保険料
収納率
平成１４（2002）年
度収納率の１％増
（想定）
　制限証運用強化

地
域
文
化



■　集中改革プラン対応
６ 経費節減等の財政効果
⑵　公共サービス提供体制の見直し

ＮＯ 項目 17年度～２１年度の取組み内容 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
現状

(平成15年度)

担
当
部

区
分

5 道路占用料の見直し

・算定基準の変更について検討しま
す。
・他の道路管理者との均衡について
検討します。
・公益事業者の要望の取り扱いにつ
いて検討します。
・１８年度の固定資産税評価替えをう
けて、１９年度に占用料の改正を行
います。

調査・検討 調査・検討
道路占用
料の改正

調査・検討 調査・検討
道路占用料収入
見込
1,000百万円

環
境
土
木

6
区立住宅使用料等の滞
納整理の推進

・初期滞納者への早期対応をはじ
め、滞納者の個別管理を徹底するこ
とで回収率を上げます。
・連帯保証人への協力要請、弁護士
の活用による納付指導業務委託及
び自主退去要請を促進し、滞納整理
を推進していきます。

・納付指導
業務委託
・自主退去
要請
・法的措置

同左 同左 同左 同左

・法律事務所への
納付指導業務委
託事業の試験的
実施
・住宅明渡し交渉、
納付相談の技術
向上

都
市
計
画




